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Abstract

In the 1950s, the PRC（Peoples’ Republic of China）adopted the Soviet accounting

system. However in 1979, a mixed economy-market system was introduced. In

1985, the accounting law was established. From then, PRC has begun to tackle

accounting reforms.

This paper considers Chinese accounting standards from the perspective of the

legal framework, capital market, and international harmonization.
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はじめに
会計制度は、社会経済的変化のような外生要因によって影響を受ける。中国では、計画
主義的経済制度から計画的商品経済制度を経て、1970年代後半以降に社会主義的市場経済
制度に移行した。経済制度の移行に伴い、会計制度も改革されてきた。本論文では、法的
制度及び資本市場制度という制度環境のなかで、中国における会計制度の枠組みがいかに
形成され国際化されてきたかを、下図のように三次元的に論じている。
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会計の国際化度
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各次元の度合いは国際比較研究の後に提示されるものであり、本論文では各次元の枠組
みの考察にとどめている。また、社会的・政治的環境や文化的環境は間接的に法制度や資
本市場に影響を与えているものとして、明示的に分析していない。さらに、会計制度はガ
バナンスや内部統制などの財務報告コントロール制度によって信頼性が担保されるもので
あるが、これらの側面についても考察外としている。
したがって、第１節ではソビエト型会計制度から市場型会計制度への移行について論じ、
第２節では法的枠組みとして会計法、会社法、企業所得税条例及び証券法を含む企業関連
法の形成と関連を取り上げている。第３節では中国会計制度の階層構造及び規制設定機関
について明らかにし、そして第４節では中国証券市場の概況と開示規制を検討している。
第５節では財務諸表体系を中日両語で例示している。第６節では中国会計制度の国際化局
面について取り上げている。

１　経済制度移行と会計制度変革
本節では、計画経済制度下におけるソビエト型会計制度と社会主義市場経済下における
企業会計制度とを対比的に検討する。なお、本節の内容は謝［1997］に依拠している。
１．１　ソビエト型会計制度
1950年代に、中国はソビエト連邦から統一会計制度と呼ばれる財務制度を導入した。統
一会計制度は、各経済部門（政府部門、企業部門等）における標準勘定表、報告様式、会
計規則を規定していた１）。統一会計制度によって、生産、販売、流通に関する財務活動が
中央統制されていた。企業は国から資金や資材の供給を受け、生産・販売によって得た利
益は全て国に納めるというシステム（利潤上納制）がおこなわれていた２）。
企業は、マクロ財政の収支区分に応じた「資金の源泉＝資金の運用」等式に基づく中国
独自の資金会計を用いていた。その資金配分メカニズムは下図の通り３つの機能によって
示される３）。
①国家財政は「総収総支」と呼ばれる財政収支管理体制に基づき、財政給付金や銀行貸
付金の形で企業が必要な経費を提供する。
②企業は資金の源泉区分（固定基金、流動基金、専用基金）毎に資金を運用し、利潤表
によって、収益から減価償却費、流動資産の運用から生じる費用、利息・税金などの
支出の合計を差し引いた損益を計算する。
③国家財政は、利潤表に基づき算定された、減価償却費（基金）、利息・税金を上納し、
企業利潤は国家財政と企業留保に分配する。
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このような資金配分構造の下では、企業は独立した主体ではなく、国家経済の一部門と
して位置づけられ、企業会計も財政収支を中心とした資金会計を採用していた。

１．２　社会主義市場経済下の企業会計制度
1978年の経済の開放改革政策によって、国有企業以外の所有形態の制限が緩和され、そ
うした中で集団企業や私営企業が台頭し、やがて1980年代半ばに株式会社が政府公認され
た。さらに1992年以降の経済改革は、ソビエト型会計制度とは異なる、市場経済型会計制
度を導入した。
市場経済型においては、企業は独立の財産管理主体として位置づけられ、会計構造は

「資産＝負債＋資本」「収益－費用＝損益」の二つの会計等式に示される。マクロレベルと
企業レベルの関係は下図のような２つの機能で示される４）。
①会計の測定・評価基準に準じて費用と収益を対応させ、利益を算出し、企業レベルで
の第一次配分を行う。
②国家の財政・財政法令に準じて税金の納付と配当の支払を行い、マクロレベルでの第
二次配分を行う。
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図１　ソビエト型会計制度下の資金配分構造

（出処：謝[1997]、367頁）

図２　社会主義市場経済下の企業会計の制度構造

（出処：謝［1997］、379頁）
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このような社会主義市場経済下の会計制度には、以下の特徴がみられる５）。
①国家財政の企業への資金提供は経費の支弁ではなく、投資となり、利潤の上納ではな
く、投資のリターンや税金支払の関係となった。企業はもはやマクロ資金循環の一部
ではなく、独立した事業主体となった。
②企業が独立した存在となることで、財産運用は企業の判断に任され、国家は出資契約
で定められた権利以外に、企業の経営に干渉することができなくなった。
③財務規則に制約された企業会計から、法や会計基準による市場主義的企業会計に移行
した。
このような会計制度改革を保証しているのが、会社法、証券法などの市場主義的企業関
連法制である。次節では、中国における社会主義的市場経済下の企業関連法制度において、
会計制度がどのように法的に位置づけられているかを論じる。

２．企業関連法の形成
２．１　企業関連法の体系
1990年代に入って、市場経済化に向けた会社法、証券法、企業所得税制などの企業関連
法制が整備された。これらの企業関連法を個別に検討する前に、主な企業関連法の基本体
系について検討しよう。
中国憲法における立法機関は、全国人民代表大会（以下「全人代」）、全人代常務委員会、
国務院、省・直轄市人民代表大会（以下「各級人代」）である。全人代は憲法改正権のほ
かに、刑法、民法総則などの基本法の制定権を有する。全人代常務委員会は全人代（毎年
１回２週間程度の開催）の立法機能を補完する。すなわち常務委員会は基本法を修正補充
する権限が与えられ、基本法以外の法律制定権を与えられている６）。
全人代や常務委員会で制定された法律を具体化するために、国務院や各級人代に立法権
が与えられている。国務院は日本の中央行政官庁にあたり行政法規を制定し、各級人代は
日本の地方自治体の条例にあたる地方法規を制定している７）。
かくして、憲法はすべての法の最高法であり、憲法（全人代）の下に、会計法（全人代
常務委員会）及び会社法（全人代常務委員会）、証券法（全人代常務委員会）、企業所得税
暫定条例（国務院）などの企業関連法令が立法されている。
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図３　企業関連法制の体系図
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会計統制法としての会計法（1985年施行、改正1993年、1999年；以下年は施行年を表す）
の制定を契機に、資本市場国が有する企業関連法令として、会社法（1994）、企業所得税
暫定条例（1995）、証券法（1998）、企業財務会計報告条例（2001）が必要性の順に整備さ
れていった。しかし、証券法の制定が遅れたため、実務細則として「証券の発行及び取引
に関する暫定条例」（証券暫定条例と呼ぶ）（1993）が先行して制定されたのであった。
以下の節では、三つの時期、すなわち第一に計画経済的市場調整期（1980年代）、第二

に社会主義市場的経済期（1990年代前半）、第三に国際化期（1990年代後半以降）に分け
て、会計法、会社法、企業所得税及び証券法の順に各法令の変遷と概要を検討する。

２．２　会計法の規制
（１）会計法の変遷
第一期に制定された会計法（1985）は、人民代表及び政府組織法、選挙法、刑法などの
法整備の一環として、当時の中国の国営企業における会計混乱を防止し、国家財産を保護
するため、会計手続及び会計責任に関する規定を設けた（第１条（旧））８）。第二期の「社
会主義的市場経済化」への移行を反映して、会計法が修正され、全ての企業及び政府部門
に適用範囲を拡大した（第２条）。さらに第三期の1999年に、会計監督・統制機関の役割
を明記するため改正を行い、国務院財政部（以下ＭＯＦという）が国家統一会計制度の設
定機関であるとしている（第８条）。加えて、財務報告面を強化するため、会計法に基づ
く開示規制として、企業財務会計報告条例（2001）が制定された。
会計法の内容
会計法は会計基本法として、国家、社会団体、会社など全ての組織団体が遵守すべき会
計及び会計統制責任に関する規範を規定している９）。会計法は７章52条からなる。第１章
の総則第１条は立法趣旨について、「会計行為を規範化し、会計資料の真実性及び安定性
を保証し、経済管理及び財務管理を強化し、経済効果を高め、社会主義市場経済秩序を維
持するため、本法を制定する」と規定している。会計法は会計業務や会計処理（第２章）、
会計監督（第３章）、会計機構と会計要員（第４章）などについて規定している。
企業財務会計報告条例（2001）は、財務報告書の種類や分類の形式的規範、検証制度、

外部監査制度等を規定し、外部からの資金調達をしない小規模会社を除く全ての企業に適
用される。６章第46条からなる。第１章は総則であり、本条例は「会計法」に基づき、財
務報告の規範とその真実性、完全性を保証するためのものであると規定し、第２章では財
務報告の構成として分類、区分表示など表示内容を規定し、第３章では数値照合、帳簿突
合せなどの会計統制内容を規定し、第４章では提出先、提出期限などの報告要領を規定し、
第５章では法的責任の内容を規定している。最後の６章では、ＭＯＦが具体的細則を制定
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会社法 企業所得税暫定条例 証券法

第一期（1980 年代）
第二期（1990 年代前半）
第三期（1990 年代後半以降）
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するものとしている。
２．３　会社法の会計規制
（１）会社法の変遷
第二期の1993年の第14回中央委員会第３回総会において、社会主義的市場経済の確立が
宣言され、市場制法制度の整備が急がれた10）。国営企業の近代化改革11）と併行して約10年
かけて中国会社法が1993年12月に成立した。中国会社法は「有限責任会社規範意見」
（1992）および「株式会社規範意見」（1992）を参照しながら、起草されたものである12）。
（２）会社法の概要
会社法の対象会社は、有限責任会社（有限責任公司）と株式会社（股 有限公司）であ

るが、株式会社のうち、上場会社（上場公司）について特別規定を設けている。なお、中
国では、自動車、鉄鋼、エネルギーなど基幹産業は国有企業が中心である。これらの国有
企業の株式会社化が進められているが、大株主は国や地方政府であり、国家の影響力が大
きいという特徴がある13）。
会社法「第６章　会社の財務と会計」において、まず会社は法律、行政法規と国務院財
政部（ＭＯＦ）の規定にしたがって財務・会計制度を構築しなければならない（会社法
174条）として、会計規制の階層を明確にしたうえで、会社法は財務報告及び分配規制に
関して175条から177条において次のように規定しているのみである。会社は会計年度終了
時に財務会計報告書（貸借対照表、損益計算書、財政状態変動表、財政状況説明書、利益
処分表及び附属明細書）を作成し、法に基づいて監査検証されねばならない（会社法175
条）。有限会社は会社定款に規定する期限内に財務会計報告書を株主に送付し、株式会社
は株主総会開催の20日以前に財務報告書を会社に備え、株主の閲覧に供さなければならな
い（同法176条）。会社は当年度の税引後利益を分配するときには、利益の10％を控除して
会社の法定準備金とし、また、利益の５％から10％を控除して会社の法定公益金に入れな
ければならない。会社の法定準備金の累計額が会社登録資本の50％以上の場合は積立てな
くてもよい（同法177条）と規定されている。
２．４　企業所得税の規制
（１）企業所得税制の変遷
企業所得税制はマクロ財政制度の問題であり、経済制度や企業制度の変革に伴って、変
遷している。第一期の1979年以降、国営企業は利潤動機を導入するために、経営権を企業
に移し、利益を企業に譲るという「法権譲利」政策が実施された。その過程において、利
潤留保制度や経営責任制などの改革が行われ、1982年には経営責任制を土台に「利改税」
改革が行われ、企業所得税制が導入された14）。
しかし、企業所得税制は税率の不公平、地方政府の減免措置、税引前利潤を財源とする
借入金の返済、さらに1987年からの経営請負制の導入に伴う請負基数に基づく納税額の計
算を行うなど、国営企業の企業所得税は形骸化された。これらの問題に対して、1989年３
月に、財政部および国家体改革委員会は少数の地方に「税利分流」を試行していくことに
した15）。そして、第二期の1994年にそれまでの企業所得税の改革の一貫として、「企業所
得税暫定条例」（中国企業向）が国務院によって制定されたのである。それまでの６種の
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所得税類別と３種の渉外税収類別に分かれていた企業所得税類別が、①企業所得税、②個
人所得税と③「外資系企業及び外国企業所得税」に整理・統合された16）。最近、①と③を
統一した企業所得税法が検討されている。
（２）企業所得税法制における所得計算
企業所得税の納税義務者は、中国国内で独立して会計計算を行う企業及び組織で、①国
有企業、②集合所有企業、③私営企業（法により成立された独資、共同企業を除く）、④
連合企業、⑤株式会社及びその他の組織が該当する17）。税率は課税所得の33％であり（同
法３条）、課税所得の計算は収入総額から控除が許可された費用額を差し引いて算定され
る（同法４条）。所得計算は原則として権利義務の発生主義による18）。

納税者の総収入額（Ⅰ）には、①生産・経営による収入、②財産譲渡収入、③利息収入、
④賃貸収入、⑤特許権使用料収入、⑥配当収入、⑦その他の収入が含まれる（同法５条）。
控除が許された諸費用（Ⅱ）とは納税者が取得した収入に関係する原価、費用、損失を
指す（同法６条）。これらは基本的には企業会計の費用に相当するが、費用のすべてが控
除額すなわち損金算入額となるのではない。従業員の給料も損金にできるのは財政部規定
の範囲内に限定される（同法６条２項）。また財務・会計処理方法が国家の税収規定に抵
触する場合には、国家の税収規定に基づいて計算し納税すべき（同法９条）ことを明記し、
税法の優位性を示している。なお、企業会計の利益と課税所得に相異があるため、中国で
も「企業所得税会計処理の暫定規定」（1995）によって税効果会計が認められている19）。
２．５　証券市場の法規制
２．５．１　中国証券市場の発展
中国の証券市場の発展は1980年代から始まる。1981年７月に中国国債の発行が再開され
た。その後、1980年代半ばまでに、企業の社債発行や株式の発行が始まり、1990年と1991
年に、それぞれ上海証券取引所と深 証券取引所が設立された20）。
中国の株式には四つの型（国家株・法人株・個人株・外国株）がある。その定義は以下
の通りである（株式会社規範意見24条）。

（Ⅰ）総収入額（帳簿額）
（Ⅱ）控除：諸費用（帳簿額）

税務調整額（交際費・寄付金等）
課税所得
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国家株、法人株、個人株はＡ株と呼ばれ人民元で取引される。外国株はＢ株と呼ばれ
る。
それらは互いに分離され、株式の型ごとに市場を形成している21）。中国株式市場のこの特
異性は１．１節で論じた計画主義的経済下の源泉別資金会計思考に遡る22）。
なお、少数の国有企業は香港（Ｈ株）、ニュ－ヨーク（Ｎ株）及びロンドン（Ｌ株）の

海外市場に上場している23）。
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株式の型 定　　義
国家株

法人株

個人株

外国株

国を代表して投資権限を有する政府部門または機構が国有財産を会社
に出資して所有する株式。
企業法人が法により支配できる財産を会社に出資して所有する株式又

は法人株を有する事業組織および社会団体が国により経営に用いること
を許可された財産を会社に出資して所有する株式。
一般人又は株式発行会社の内部従業員が適法な財産を会社に出資して

所有する株式をいう。
外交及び香港、マカオ、台湾地区の出資者が外貨で人民元株式を取得

し所有する株式。

中国証券市場データ

1992 1993 1994 2001 2002 2003
発行済株式（百万株） 68.87 387.73 684.54 5218.01 5875.45 6428.46
流通株数（同上） 21.18 107.88 226.04 1813.17 2036.9 2269.92
非流通株数（同上） 47.69 279.85 458.5 3404.84 3838.55 4158.54
総株式市場価値（百万元） 1048.13 3531.01 3690.61 43522.2 38329.12 42457.72
流通株式市場価値（百万元） － 861.62 968.89 14463.2 12484.55 13178.51
非流通株式市場価値（同上） 1048.13 269.39 2721.72 29059 25844.57 29279.21
Ａ株・Ｂ株の上場会社数 53 183 291 1160 1224 1287
発行国債（百万元） 460.78 381.31 1137.55 4884 5934.3 6280.1
発行社債（同上） 683.71 235.84 161.75 147 325 358

（出処：ＣＳＲＣ［2005］,p.６）

（出処：ＣＳＲＣ［2005］,p.21）

株式別上場会社数2003年取引所別上場会社数2003年

上海証券取引所 780社
深 証券取引所 507社

合計 1287社

株式の種類
Ａ株のみ 1146社
Ａ株とＨ株 30社
Ａ株とＢ株 87社
Ｂ株のみ 24社
合計 1287社

会社数



２．５．２　証券法の規制
（１）証券法の変遷
証券法は会社法と同時に第一期に立法化される予定であったが、証券市場の管理体制を
めぐって、証券市場に一定に制約を設けるべきか、管理体制を中央集権とするか地方分権
とするか等、国有株の取扱いに関する論争が生じ、立法化のための調整作業が難航した24）。
しかし証券市場において既に上海証券取引所や深 証券取引所が営業を開始し、1992年に
株式制が本格的に導入されたのを契機に、ＭＯＦは証券市場の管理のために、先ず国務院
証券委員会（ＳＣＳＣ）や中国証券監督管理委員会（ＣＳＲＣ）を立ち上げた。そして
1993年にＭＯＦは証券法の役割をする「証券暫定条例」を制定した。同条例「第６章　上
場会社の情報開示」に従い、上場株式会社はＣＳＲＣと証券取引所に中間報告書（中間決
算後60日以内）、年次報告書（決算後に公認会計士の監査を経て120日以内）を提出しなけ
ればならないものと規定されている25）。
証券法の制定を促進したのは、97年のアジア通貨危機、ＷＴＯ加盟問題（2001年加盟）、
90年代以降に頻発した政府高官による証券不正等の防止などの外部的要因であった。1998
年12月に中国の証券取引の基本法となる「証券法」が全人代常務委員会によって制定され、
1999年7月から施行されている。証券法によって、ＣＳＲＣの権限が強化かつ中央集権化
され、ＣＳＲＣはそれまでの裁量的政策から準則主義的政策に変更した26）。
（２）証券法開示規定の概要
証券法第60条、61条及び62条はそれぞれ半期報告書、年次報告書及び臨時報告書に関す
る開示規定である。ちなみに、第60条は年次報告書について以下のように規定している：
「株式又は会社債券を上場取引する会社は各会計年度の終了日より四か月以内にＣＳＲＣ
及び証券取引所に以下の内容を記載した年度報告を提出し、かつ公告しなければならな
い；（1）会社の概況、（2）会社の財務会計報告及び経営状況、（3）薫事、監事、経理及
び高級官吏人員の略歴並びに持株状況、（4）すでに発行済みの株式及び会社債券の状況。
会社の株式を最も多く所持する株主10名の名簿及び持株数、（5）ＣＳＲＣが規定するその
他の事項。
２．６　分離型法制度
法制度が会計制度をどのように規定しているかに関して、中村他［2000］によると、連
携型と分離型とがある27）。連携型制度において、会社法、法人税法、証券法は互いの目的
から会計評価や開示規定を設け、そのため各法の相互調整が問題とされる。これに対して、
分離型制度では、各法は互いに目的の範囲において役割分担している。米国の法制度はこ
の分離型法制度を代表している。中国はこの米国の分離型法制度を採用している。この下
では、法は財務報告について最小限度の規定のみを置き、会計基準に関する法的規定を設
けない。
中国法制度は分離型法制度に加え、中国会計制度の基本法として会計法を設けているの
が特徴である。会計法は全組織における会計統制を行うものである。会社法は配当規定を
持っているものの、計算規定を持たない。企業所得税は「税利分流」により企業会計とは
異なる所得計算規定を有している。証券法は上場会社に対する開示規定を有する。
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３　中国会計制度の形成と構造
中国の会計制度は社会主義的要素と市場主義的要素の２元的構造を持つ。すなわち、会
計法によって、会計が企業統制手段として用いられるとともに、会計基準レベルにおいて
は市場主義的な要素を取り入れ、開示面においては統制的要素を強化している。以下、企
業会計制度の変遷を簡単に辿った後、会計規則の階層構造及び会計規則の設定機関につい
て検討する。
３．１　企業会計制度の会計改革
1993年の企業会計準則の形成は、それまでの試みや経験を活用しつつ、新しい会計基準
の体系化をもたらした。経済環境の変化は、企業の法的制度の整備の必要性とともに、会
計に関する認識・測定・開示に関する基準の整備を促した。
第一期に市場化や所有と経営の分離に伴って生じた会計問題に対して、伝統的な「国営
工業企業会計原則」を中心とする業種別会計制度という個別的措置によって対応してきた。
第二期において証券市場が発展するに伴って、会計は中央統制された財政的需要に従うも
のではなく、政府だけでなく投資家、債権者などの情報利用者に対しても企業の財政や経
営成績を報告するものとして位置づけられた。そこで、ＭＯＦは1992年に上場会社に対す
る会計・開示規定を標準化するために、「株式試行会社会計規定」と「外資系企業会計規
定」が設け、さらに中国会計の会計原則として同年に「企業会計準則」（会計規定）及び
「企業財務通則」（財務管理規定）を公布した。しかし、これらの規定は国際的な慣行とは
大きくかけ離れていた。第三期になると、ＭＯＦは実施準則（CAS）を開発すべく、約30
の公開草案が作成され、現在16の基準が採用され、他の基準も検討中である。ＭＯＦは実
施準則とは別に、統一的な会計規定である「企業会計制度」（2001）、さらに、金融企業会
計制度（2002）、中小企業会計制度（2005）を制定した28）。
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会計統制規定
開示規定
配当規定
計算規程

○ － － －
○ ○ － ○
－ ○ － －
－ － 別計算 －

会計法（企業財
務報告条例） 会社法 企業所得税

暫定条例 証券法

企業会計準則 ＣＡＳ 企業会計制度 金融会計制度 

第一期

第二期

第三期

中小企業会計制度



３．２　中国会計規則の階層構造
会計法（Ⅰ）及び企業財務会計報告条例（ⅠＡ）は、２．２で論じた通り、「法令」と

して会計統制や開示の一般通則的内容を規範化している。中国の企業会計規則として実質
的内容を形成しているのは、下図の通り（Ⅰａ）から（Ⅰｅ）までの５層である。

（Ⅰａ）企業会計準則（1993）
企業会計準則は、会計計算基準の統一並びに会計情報の質を保証するために、会計法に
基づきＭＯＦによって制定され（第１条）、10章66条からなる。第１章では、企業実体、
会計期間、貨幣的評価、複式簿記の採用；第２章では、一般原則として正確性、目的適合
性、比較可能性、首尾一貫性、適時性、明瞭性、発生主義、費用収益対応原則、慎重性の
原則、原価主義、収益的支出と資本的支出の区分及び重要性の原則；資産（第３章）、負
債（第４章）、投資者持分（第５章）、収益（第６章）、費用（第７章）、利益（第８章）の
一般的定義とそれらの構成要素の分類と定義；９章では財務諸表の種類として、貸借対照
表、損益計算書、財政状態変動表又はキャッシュフロー計算書、及び附属明細表と注記が
含まれる。第10章では、準則の解釈はＭＯＦが行うものと規定している29）。
（Ⅰｂ）具体準則（1998－）
具体準則はＩＡＳ（国際会計基準：現在はIFRS（国際財務報告基準））に歩調を合わせ

るために、ＭＯＦによって設定されてきた。企業会計準則とは一般と個別の関係にある。
公表されている「具体準則」には、２つの内容のものが含まれる。１つは、現金流量表、
中間財務諸表などの財務報告書、あるいは関連及び関係会社との取引開示のような開示項
目に関する準則である。もう１つは、収入、投資、租税、固定資産のような個別会計項目

中国会計制度のフレームワーク

63

図４　中国会計規則の階層構造

（出処：平松・徳賀［2005］、151頁一部修正）

（Ⅰ） 会計法（1985,1993,1999）

（ⅠA） 企業財務会計報告条例（2001）

(Ⅰa) 企業会計準則（1993）

(Ⅰb) 実施準則（1998-） 

(Ⅰｃ) 企業会計制度（2001）、金融企業会計制度（2002）
中小企業会計制度(2005)

（Ⅰｄ）     業種別会計指針

（Ⅰｅ） 会計通知（「財会」）



に関するものである30）。
（Ⅰｃ）企業会計制度（2001）／金融企業会計制度（2002）／中小企業会計制度（2005）
株式会社会計規定及び外資系企業会計規定に代わって、ＩＡＳの内容を取り入れた企業
会計制度（2001）がＭＯＦによって規定された。企業会計制度は全ての企業（小規模会社
及び金融企業を除く）に適用され、14章160条で構成される。１章には一般規定、２章に
資産、３章に負債、４章に所有者持分、５章に収益、６章に原価及び費用、７章に利益及
び利益処分、８章に非貨幣的取引、９章に外貨換算、10章に会計調整（会計処理の変更な
ど）、11章に偶発事象、12章に関連当事者関係及び取引、13章に財務会計報告、最終14章
には補足規定を設けている。
加えて、企業会計制度の適用会社から除かれた金融保険業に対して「金融企業会計制度」

（2002）、そして小規模会社に対しては「中小企業会計制度」（2005）が整備された。
（Ⅰｅ）業種別会計
ＭＯＦは1993年より、通信及び輸送等の業種別会計を開発してきた31）。

（Ⅰｆ）「財会」
ＭＯＦは必要に応じて「財会」と呼ばれる行政通達によって会計表明を行っている32）。
３．３　中国会計規則の設定機関
中国における会計基準設定主体はＭＯＦである。「会計法」５条に「国務院財務省は全

国の会計業務を管理する」、同６条に「国家の統一的会計制度は国務院財務省が本法に基
づいて制定する」、さらに「企業会計準則」65条に「本準則は財務省が解釈の責任を負う」
と規定されている。そのなかでも会計制度に直接責任を負っているのは財務省会計司（司
はわが国の局に相当する）であり、とくに具体的に会計基準（中国では会計準則）の作成
実務を担当するのは会計司の会計基準専門家グループである。ただ、1998年10月に「会計
基準委員会」が設立されたため、今後はこの委員会が中心的役割を担うことになる33）。
会計基準委員会は政府財政部門、証券監督管理委員会、会計専門職、大学及び研究機関
に属するメンバーから構成される。会計基準委員会の設立によって、中国における会計基
準の設定及び警備の主体が「政府主導」であることが明らかとなった34）。2003年3月に、
会計基準委員会の改組が行われ、第２次財政省会計基準委員会（ＣＡＳＣ）が発足した。
ＣＡＳＣには、政府関連機構、理論研究分野、会計職業団体、仲介機構および企業などの
代表的なセクターから20名の委員が選ばれたほか、160名の専門家からなる会計基準委員
会諮問グループが結成された35）。
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このように、中国の会計基準設定機関は政府主導であり、ＭＯＦが企業会計基準の公布
機関であり、ＣＡＳＣが会計基準に対する設定委員会である36）。

４　中国開示制度の構造
４．１　開示規制の変遷
証券法の成立が1998年に遅れたため、多数の政府機関が関与する重畳的証券規制が行わ
れていた。ＭＯＦによる「株式暫定条例」（1993）が施行され、国務院証券委員会（ＳＣ
ＳＣ：国務院直属の政策形成機関）の実行部門である中国証券管理監督委員会（ＣＳＲ
Ｃ：1993設立）による株式発行会社開示実施細則（試行）（1993）が制定され、さらにそ
れ以前の1990年に上海市人民政府、1991年には深 市人民政府によって取引管理規定が設
けられていた。証券会社許可に関しても、証券法制定以前には中国人民銀行（ＰＢＯＣ）
が行っていた37）。このように、中国の証券規制は複雑多重となっていたため、統一的な証
券法の制定が急がれていたのであった。
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図５　ＭＯＦ会計基準委員会組織図

財政省(MOF)：

会計基準委員会
(CASC) 

財政省会計司会計理論専門委員会
企業会計専門委員会
政府及び非営利組織
会計専門委員会

会計基準諮問専門家グループ
（出処：平松・徳賀［2005］、157頁。一部修正）

図６　証券法制定前後の証券規制体制

  （証券法制定前）            （証券法制定後） 

                

（Waler＆Howie[2003]，,p.57） （Ibid.p63） 

国務院 国務院

CSRC（1993）
上海・深圳
政府

PBOC SCSC

証 券取引
所の許可

証券取引所・証券会社の許可
CSRC

証券取引所



1998年に証券法が統一法として成立し、証券取引及び開示規制が一元化された。そして
証券法によって、ＣＳＲＣの権限が国務院の直属機関として明確化され、それまでの裁量
的規制政策からより市場指向的かつ準則的規制政策に変更された38）。
４．２　中国の開示規制の階層
開示規制体系は下図に示す５層からなる39）。第１層及び第２層は、証券法（Ⅳ）及び株

式暫定条例（ⅣＡ）である。第３層及び４層はＣＳＲＣの行政規則等であり、第５層は上
海および深 の証券取引所上場規則である。

以下では法令を除く３層の規制内容を説明する。
（Ⅳａ）ＣＳＲＣ実施細則
第３層は、国務院が制定した法や条例を実行するための実施規則である。例えば、「証

券暫定条例」（1993）の実行指針として、ＣＳＲＣは「公開上場会社の情報開示に関する
詳細規則」を発行した。同規則は公開上場会社に対する開示の内容、様式、方法およびタ
イミングなどを規定している40）。
（Ⅳｂ）ＣＳＲＣ準則
第３層は、ＣＳＲＣによって定式された開示指針である。ＣＳＲＣは、上場会社が証券
法や規則に準拠するための運用指針を提供するために発行している。たとえば、「株式を
公開発行する会社の情報開示の内容と様式に関する準則」の第二号は、「年次報告書の内
容と様式」を規定し、同三号は「半期報告書の内容と様式」を規定している41）。
（Ⅳｃ）各証券取引所上場規則
第４層は、上海及び深 の各証券取引所は、証券法やＣＳＲＣの監督下で、定期報告書

や臨時報告書の提出期限や記載事項に関する実務的細則を規定している。
各層の開示規則等は証券法制定前に先行したため、証券法制定以後、それまで会社法体
制の下で制定されてきた開示規則等が証券法体制の下で改廃が進められている42）。

５　財務諸表の体系
企業の財務報告書には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書（又は財政
状態変動表）、附属明細書、財務諸表注記及び財務状況説明書が含まれる（企業会計準則
57条）。
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図７　証券法開示規制の階層

（Ⅳ）証券法（1998）
（ⅣA） 暫定条例（1993）

（Ⅳa） ＣＳＲＣ実施細則

（Ⅳｂ） ＣＳＲＣ準則

（Ⅳｃ） 各証券取引所上場規則



以下、財務諸表の雛型を示す43）（なお数字は科目行番号）。
［例表］

ＡＢＣ集団股分有限公司
表（貸借対照表）

流 （流動資産）
１ 金（現預金）
２短期投 （短期投資）
３ 收票据（受取手形）
４ 收股利（未収配当金）
５ 收利息（未収利息）
６ 收 款（売掛金）
７其他 收款（その他未収入金）
８預付 款（前払金）
９ 收 款（未収補助収入）
10存 （棚卸資産）
11待 用（前払費用）
21一年内到期的 期 券投 （一年内期限到来長期債権投資）
24其他流 （その他流動資産）
31流 合 （流動資産合計）
期投 （長期投資）
32 期股 投 （長期持分投資）
34 期 券投 （長期債権投資）
38 期投 合 （長期投資合計）
固定 （固定資産）
39固定 原价（固定資産原価）
40 ；累 折旧（減算：減価償却累計額）
41固定 （固定資産純価値）
42 ；固定 准 （減算：固定資産減価引当金）
43固定 （固定資産純額）
44工程物 （工事物資）
45在建工程（建設仮勘定）
46固定 清理（未処理固定資産）
50固定 合 （固定資産合計）
无形 及其他 （無形固定資産およびその他の資産）
51无形 （無形固定資産）
52 期待 用（長期前払費用）
53其他 期 （その他長期資産）
60无形 及其他 合 （無形固定資産及びその他資産合計）
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延税 （繰延税金項目）
61 延税款借 （繰延税金借方）
67 （資産総額）
流 （流動負債）
68短期借款（短期借入金）
69 付票据（支払手形）
70 付 款（買掛金）
71 收 款（前受金）
72 付工 （未払賃金給与）
73 付福利 （未払福利費）
74 付股利（未払配当金）
75 付税金（未払税金）
80其他 交款（その他未納金）
81其他 付款（その他未払金）
82 用（未払費用）
83 （見積負債）
86一年内到期的 期 （一年内期限到来長期負債）
90其他流 （その他流動負債）
100其他流 合 （流動負債合計）
期 ；（長期負債）
101 期借款（長期借入金）
102 付 券（社債）
103 期 付款（長期未払金）
106 付款（特定未払金）
108其他 期 （その他長期負債）
110 期 合 （長期負債合計）
延税 ：（繰延税金）
111 延税款 （繰延税金借方）
114 合 （負債合計）

少数股 （少数株主持分）
股 ：（株主持分）
115股 本（株主資本金）
116 ；己 投 （減算：減資払込金）
117股 本 （株主資本金純額）
118 本公 （資本剰余金）
119盈余公 （利 剰余金）
120 其中；法定公 金（その内；法定公 金）
121未分配利 （未処分利 ）
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122股 合 （株主持分合計）
135 和股 （負債及び株主持分総額）

利 表（損益計算書）
１一、主管 收入（主要営業収入）
４　 ；主管 成本（減算：主要営業原価）
５　　　主管 税金及附加（主要営業税金及び付加費用）
10二、主管 利 （売上総利益）
11 加；其他 利 （加算：その他営業利益）
14 ；管 用（減算：営業費用）
15 管理 用（管理費用）
16 用（財務費用）
18三、管 利 （営業利益）
19 加；投 收 （加算：投資収益）
22 收入（補助金収入）
23 管 外收入（営業外収入）
25 ；管 外支出（減算：営業外支出）
27四、利 （税引前当期純利益）
28 ；所得税（減算：企業所得税）
30五、 利 （当期純利益）

利 分配表（利益処分計算書）
１一、 利 （当期純利益）
２　加；年初未分配利 （加算：期首未処分利益）
４　　　其他 入（その他振替受入）
８二、可供分配的利 （分配可能利益）
９　 ；提取法定盈余公 （減算：法的利益剰余金積立）
10 提取法定公 金（法定公益金積立）
11 提取 工 励及福利基金（従業員及び福利基金積立）
12 提取 基金（準備基金積立）
13 提取企 展基金（企業発展基金積立）
14 利 投 （減資積立利益）
16三、可供投 者分配的利 （投資者分配利益）
17 ； 付 先股股利（減算：優先株式配当金支払）
18 提取任意盈余公 （任意利益剰余金積立）
19 付普通股股利（普通株式配当金支払）
20 股本的普通股股利（普通株式配当金の資本組）
25四、未分配利 （未処分利益）
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金流量表（キャッシュフロー計算書）
一、 管活 的 金流量（営業活動によるキャッシュフロー）
１ 售商品，提供 收到的 金（商品販売、役務提供による現金収入）
３收到的税 返 （税金費用の返還収入）
８收到的其他 管活 有 的 金（その他営業活動と関連する現金収入）
９　　　 金流入小 （キャッシュフロー・イン小計）
10 商品，接受 支付的 金（商品購入、役務受入による現金）
12支付 工以及 工支付的 金（従業員への現金支出及び従業員のための現金支出）
13支付的各 税 （各種税金費用）
18支付的其他 管活 有 的 金（その他営業活動に関連する現金素出）
20 金流出小 （キャッシュフロー・アウト小計）
21 管活 生的 金流量 （営業活動によるキャッシュフロー純額）
二、投 活 的 金流量（投資活動によるキャッシュフロー）
22收回投 所收到的 金（投資回収による現金収入）
23取得投 收 所收到的 金（投資収益の取得による現金収入）
25 固定 ，无形 和其他 期 收回的 金
（固定資産、無形資産及びその他長期資産の処分による正味現金収入）
28收到的其他 投 活 有 的 金（その他投資活動と関連する現金収入）
29 金流入小 （キャッシュフロー・イン小計）
30 建固定 ，无形 和其他 期 收回的 金
（固定資産、無形資産及びその他長期資産の購入建設による現金支出）
31投 所支付的 金（投資による現金支出）
35支付的其他 投 活 有 的 金（その他投資活動と関連する現金支出）
36 金流出小 （キャッシュフロー・アウト小計）
37投 活 生的 金流量
三、 活 生的 金流量（財務活動によるキャッシュフロー）
38吸收投 所收付的 金（投資回収によるキャッシュフロー）
40借款所收付的 金（借入金による現金収入）
43收到的其他 活 有 的 金（その他財務活動に関連する現金収入）
44 金流入小 （キャッシュフロー・イン小計）
45 所支付的 金（債務返済による現金支出）
46分配股利，利 或 付利息所支付的 金
（配当、利益の分配あるいは利息の返済による現金支出）
52支付的其他 活 有 的 金（その他財務活動に関連する現金支出）
53 金流出小 （キャッシュフロー・アウト小計）
54 活 生的 金流量 （財務活動によるキャッシュフロー純額）
四、 率 金的影 （現金及び現金同等物に係る換算差額）
五、 金及 金等价物 （現金及び現金同等物に係る純増減額）
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６　中国会計制度の国際化
６．１　国際化の試み
ＭＯＦはこれまで会計制度を形成する際、国際会計基準（ＩＡＳ／ＩＦＲＳ）を参照し、
国際会計基準と中国の会計制度との収斂を試みている。その収斂過程は３期に分けられ
る。
第１期（国際会計基準導入準備段階）：1980年代の外国投資の増加に伴い、1985年に

「中国と外国のジョイントベンチャ－のための会計規制」が外国資本関連企業による会計
制度のニーズに応えるため設定された。この会計規則が中国の国際会計基準採用の先駆け
であった44）。
第２期（会計基準形成）：ＭＯＦを中心として1993年に企業会計準則が設定され、1997年

以降個別の実施準則が継続発行され、その内容は国際会計基準をかなり取り入れている45）。
第３期（国際化強化）：1996年から1997年の間、中国の会計専門家はＩＦＡＣ（国際会
計士連盟）及びＩＡＳＣ（国際会計基準委員会）に参加した。国際的な参加を通して、中
国の会計制度は一層国際会計基準に近づいた。たとえば、企業会計制度（2001）は国際会
計基準に類似した会計規定を多数採用している46）。
６．２　国際基準との調整問題
しかし、中国会計制度は全面的に国際会計基準を採用している訳ではない。社会主義経
済という中国特有の経済及び法的環境は中国特有の会計問題をもたらしているからであ
る。現在存在する特異状況には以下のものがある47）：
①経済の重要な部分が国有企業である。国有企業が株式企業に再構築された後も、株主
として留まる地方政府が企業取引等に重要な影響を与えている。多くの資産の取引は
純粋のビジネス目的によるよりも、政府によって促されている。
②自由競争市場環境は十分に発達していない。
③財務諸表は投資家のニーズだけでなく、特に監督及び経営管理のため国家のニーズに
応えなければならない。
④監査人や評価人のような企業及び専門仲介者が発展段階にある。
このような特異性の存在が、中国会計基準と国際会計基準との間に次のような差異をも
たらしている48）。
①国際会計基準と中国会計基準間に適用範囲や会計処理の差異がある。例えば、資産の
減損の適用対象について、国際会計基準では固定資産に限定されるのに対して、中国
基準では固定資産だけでなく、棚卸資産、営業債権などに対しても適用される。
②公正価値、企業結合、年金や超インフレ会計のような領域については、中国基準は設
定していない。
③国際会計基準が既に設定している基準で、中国基準が現在発行準備中のものがある。
しかしながら、これらの差異は資本市場の国際的発展のなかで、解消されていくもの
である。
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むすび
中国はこの10数年間に市場主義的な会計制度を導入してきた。しかし、それは同時に統
制法である会計法の制定にみられるように、政府統制を維持しつつより市場主義的な会計
制度を構築するというものであった。二元的会計規制の背景となっているのが、中国の企
業関連法制度と中国特有の資本市場制度である。
法制度インフラとして、市場主義的な会計関連企業法（会社法、企業所得税暫定条例、

証券法）が整備されている。中国会計制度は米国会計制度と同じく「分離型」である。分
離型会計制度の特徴は会計規定については最小限度のみ規定し、法は会計基準の内容につ
いては関与しない制度的構成になっていることである。このような分離型の中国会計制度
の下では、中国会計基準の国際会計基準（ＩＡＳ／ＩＦＲＳ）の収斂は比較的容易である。
他方、中国の資本市場は株式種類別に分割された市場構造を有しており、資本市場の取
引流通度は国家政策に依存している。しかし、最近、流通株の増加政策を採用しつつあり、
国際化環境のなかで次第に自由競争資本市場に移行しつつある。
こうした会計制度環境の下で、会計基準の設定はＭＯＦにより機動的に行われている。

ＭＯＦは国際会計基準を取り入れた実施準則や、営利企業、金融企業、中小企業のための
統一会計制度を制定している。ＭＯＦはこれらの会計基準を設定する際に国際会計基準と
の収斂を追求する一方、経済移行期に発生する国内的現実と国際的要請のギャップを埋め
ていかねばならないという課題を負っている。その際に、裁量主義的政策ではなく、公開
主義に基づく準則主義的政策によって解決が図られるべきである。
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